
「短時間労働者」とは、「４分の３以上勤務者」に該当しない方のうち、以下の４要
件に全て該当する方です。
①週の所定労働時間が20時間以上である、②所定内賃金が月額8.8万円以上であ
る、③学生ではない、④国・地方公共団体の事業所または厚生年金保険の被保険
者数が常時51人以上の企業（51人未満であって任意特定適用事業所の申出をした
企業を含む）に勤めている。
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●協会管掌事業所の高齢任意加入被保険者の場合⇒「高齢任意」と記入。

支払基礎日数が17日以上の月の報酬の総計を記入してください。
なお、「4分の3以上勤務者」　　ですべての月の支払基礎日数が17日未満の
場合は、15日以上の月の報酬の総計を記入してください。
また、「短時間労働者 ※」　3の場合は、支払基礎日数が11日以上の月の報酬の
総計を記入してください。
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なお、電子申請で提出を予定されている場合で、システム障害等の要因で期限内に提出が困難な場合は、紙の
届書や電子媒体届書による申請に変更することなく、システム復旧後に電子申請をお願いします。
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